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 佐賀県規則第24号 

   佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則 

 佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則（令和２年佐賀県規則第33号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係） 

第２号会計年度任用職員の号給表 第２号会計年度任用職員の号給表 

職務の級 号給の範囲 

 略 

医療職給料表１級 １号給から21号給まで 

医療職給料表２級 １号給から36号給まで 
 

職務の級 号給の範囲 

 略 

医療職給料表１級 １号給から33号給まで 

医療職給料表２級 １号給から42号給まで 
 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 


